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※この総合戦略は、富里市総合計画（前期基本計画）の重点プランに位置付けた

ものです。 

新木戸大銀杏公園 



 

 

 

 



 

1 

第１章 基本的な考え方 

 

１．国の基本的な考え方 

我が国では、世界に類を見ない急速なペースで人口減少・少子高齢化が進行しており、

生産年齢人口の減少が、我が国の経済成長の制約になることが懸念されています。 

 

  また、人口が減少する中で、東京圏と地方との転出入均衡達成目標はいまだ達成でき

ておらず、地方の過疎化や地域産業の衰退、更には首都圏直下地震等の大規模災害への

対応等が大きな課題となっています。 

 

  さらに、新型コロナウイルス感染症が拡大したことに伴い、観光業などの地方経済を

支える産業への打撃や、地域コミュニティの弱体化等、地方の経済・社会は大きな影響

を受けました。 

 

  他方、感染症の影響により、デジタル・オンラインの活用が進み、時間と場所にとら

われない働き方が可能になるとともに、テレワークやワーケーションが普及したことで、

多地域居住・多地域就労が現実のものとなり、経済社会の分極化の重要性を再認識させ

ることとなりました。 

 

  このように、社会情勢がこれまでとは大きく変化している中、「デジタル田園都市国家

構想」という旗の下、地域の個性を生かしながらデジタルの力によって地方創生の取組

を加速化・深化させていく必要があります。 
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取組の方向性 

 

【社会情勢の変化と地方創生の加速化・深化】 

  テレワークの普及や地方移住への関心の高まりなど、社会情勢がこれまでとは大きく

変化している中、今こそデジタルの力を活用して地方創生を加速化・深化し、「全国どこ

でも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す。 

 

【東京圏への一極集中の是正】 

  東京圏への過度な一極集中の是正や多極化を図り、地方に住み働きながら、都会に匹

敵する情報やサービスを利用できるようにすることで、地方の社会課題を成長の原動力

とし、地方から全国へとボトムアップの成長につなげていく。 

 

【デジタルの活用を実証から実装へ】 

  デジタル技術の活用は、その実証の段階から実装の段階に着実に移行しつつあり、デ

ジタル実装に向けた各府省庁の施策の推進に加え、デジタル田園国家構想交付金の活用

等により、各地域の優良事例の横展開を加速化。 

 

【エネルギーインフラのデジタル化】 

  2050 年のカーボンニュートラルの実現に向け、地域との共生を図りながら再生可能

エネルギーの最大限導入、電力の安定供給、レジリエンスの向上等を進めていくために、

送配電インフラの増強やデジタル化による運用の高度化をセキュリティ対策に万全を期

しつつ推進していく。 

 

【これまでの地方創生の取組の継承と発展】 

  これまでの地方創生の取組も、全国で取り組まれてきた中で蓄積された成果や知見に

基づき、改善を加えながら推進していくことが重要。 
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資料：内閣府 「デジタル田園国家都市構想総合戦略（2023改訂版）」の全体像 
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２．まち・ひと・しごとの創生に向けた政策５原則 

国は人口減少の克服と地方創生を確実に実現するため、次の５つの政策原則を掲げています。

本市においてもこの政策５原則に基づきつつ、関連する施策を展開する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

1.自立性 

地方自治体、民間事業者、個人等の自立につながる施策に取り組む。 

 

2.将来性 

施策が一過性の対症療法にとどまらず、将来に向かって構造的な問題に積極的に取り組む。 

 

3.地域性 

地域の強みや魅力を活かし、その地域の実態に合った施策を、自主的かつ主体的に取り組む。 

 

4.総合性 

施策の効果をより高めるため、多様な主体との連携や、他の地域、施策との連携を進めるな

ど、総合的な施策に取り組む。その上で、限られた財源や時間の中で最大限の成果を上げるた

め、直接的に支援する施策に取り組む。 

 

5.結果重視 

施策の結果を重視するため、明確なＰＤＣＡメカニズムの下に、客観的データに基づく現状

分析や将来予測等により短期・中期の具体的な数値目標を設定した上で施策に取り組む。その

後、政策効果を客観的な指標により評価し、必要な改善を行う。 

結果重視 

自立性 

将来性 

地域性 

総合性 
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第２章 総合戦略の位置付け 

 

富里市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）は、人口減少対策・地域活

性化についての計画であり、富里市総合計画の重点プランとして、まちづくりに係る全ての分野か

ら横断的な視点での施策を位置付けるものです。 

〈各計画の関係〉 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

〇デジタル技術の活用 

  

 

 

 

総合戦略に基づく各種施策の検討に当たっては、国の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」

の施策の方向性を踏まえつつ、本市の各分野における個別計画や「市民にやさしいデジタル化」

を目指し策定した「富里市※ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）推進計画」との整合を

図り、デジタルの活用を推進するとともに、施策間連携を進め効果的かつ効率的な取組を推進し

ます。 

 

  ※ＩＣＴの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。 

   （Digital transformation）  

「Trans」（交差する）を「X」と略し、一般的に「ＤＸ」と表記される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＸ推進計画 
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第３章 総合戦略の期間 

 

総合戦略の計画期間は、総合計画との整合を図るとともに、次期計画となる後期基本計画と第

３期総合戦略の関係性や体系を見据え、一部改訂後においても「令和４年度～令和８年度」とし

ます。 

なお、総合戦略の名称については、国は総合戦略の名称を「デジタル田園都市国家構想総合戦

略」に変更したことから、令和９年度（2027 年度）からの第３期総合戦略策定時において変更

を検討することとします。 

 

  

一部改訂 
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第４章 富里市におけるＳＤＧｓへの取組 

 

経済成長や気候変動対策といったＳＤＧｓの課題は、本市を取り巻く課題と共通するものが多

く、解決に向けた取組が重要となります。 

 

また、ＳＤＧｓの理念は、グローバル社会の中で大きく飛躍を目指す本市にとっても重要な視

点であり、国と共にＳＤＧｓの達成に向けた取組を加速していく必要があります。 

 

総合計画では、「経済」「社会」「環境」のバランスを図る統合的な取組であるＳＤＧｓを取

り入れ、それぞれの分野の施策推進に当たっては、従来の視点だけでなくＳＤＧｓの実現も目指

すものとしています。 

 

総合計画の重点プランである本戦略においても、総合計画と同様、施策推進に当たっては 

ＳＤＧｓの実現も目指すものとします。 

 

（参考） ＳＤＧｓとは 

ＳＤＧｓは、平成 27 年（2015 年）９月の国連サミットにて、全会一致で採択されました。 

持続可能でより良い社会の実現を目指す世界共通の目標であり、令和 12 年（2030 年）を年限

とする 17 のゴール（目標）、169 のターゲット、232 の指標が定められています。 

開発途上国だけでなく先進国自身も取り組むべき目標であり、国も積極的に取り組んでいます。 

ＳＤＧｓは、世界共通の目指すべき姿に向けて各国で取り組まれているグローバルな考え方で

すが、自治体におけるＳＤＧｓの達成に向けた取組は、中長期を見通した持続可能なまちづくり

や地域活性化など、地方創生の政策と道筋を一つにするものです。 

ＳＤＧｓの考え方を取り入れることで、地域課題解決の加速化や、政策全体の最適化といった

相乗効果が生まれ、地方創生の取組がより一層充実・深化することが期待されています。 
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第５章 これまでの総合戦略の取組 

（第１期富里市まち・ひと・しごと創生総合戦略の総括） 

これまでの総合戦略は、次のとおり取り組んできました。 

基本目標① 「働きたい」「住みたい」がかなうまちづくり 

 

数値目標の達成状況 

指標 基準値（H２６） 目標値（Ｒ２） 実績値（Ｒ２） 

新規就農者数 7人 60人（累計） 39人（累計） 

有効求人倍率 0.93 1.0以上（6年平均） 1.22（6年平均） 

 

商工業振興のための庁内体制の整備や条例制定、市内企業の資金調達への支援を実施してきました。

また、市内で就労を希望する方へ、就労支援セミナー等の情報提供に取り組んできました。有効求人倍

率は目標を達成しており、戦略期間中はほぼ毎年 1.0 以上という結果で、富里市周辺エリアで働ける環境

はある程度整っていると考えられます。 

 

一方、新規就農者数は目標に達しておらず、農業の担い手不足は依然として解消されていない喫緊の

課題となっています。今後、担い手の確保に継続的に取り組みながら、省力機械等の導入による生産性

向上や、すいかを始めとする特産品を中心に付加価値向上を図り、更に関わりたくなるような魅力ある農

業を展開していく必要があります。 

 

また、令和元年（2019 年）の台風災害や新型コロナウイルス感染症拡大による行動制限により、本市の

産業は大きなダメージを受けましたが、アフターコロナを見据えた経済の再生や今後の成田空港の更なる

機能強化にあわせ、周辺市町のまちづくりを活発化させ、飛躍の機会を逃すことなく空港と一体となった地

域づくりを進める必要があります。 

基本目標② 人が集まる魅力あふれるまちづくり 

 

数値目標の達成状況 

指標 基準値（H２６） 目標値（Ｒ２） 実績値（Ｒ２） 

観光入込客数 88,122人 129,000人 

115,716人（Ｈ30） 

85,744人（R1） 

18,116人（R2） 

 

令和元年度（2019 年度）は台風、令和２年度（2020 年度）は新型コロナウイルス感染症の影響で、観

光入込客数が大幅に減少していますが、平成 28年度（2016年度）から平成 30年度（2018年度）は 11

万人台で推移していました。 

今後、アフターコロナを見据え、観光・交流拠点施設「末廣農場」を中心に観光振興施策を推進すると

ともに、Ｗｅｂやメディアを活用した本市のＰＲを多角的に展開し、知名度の向上に取り組む必要がありま

す。 
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基本目標③ 「結婚・出産・子育ての希望」がかなうまちづくり 

 

数値目標の達成状況 

指標 基準値（H２６） 目標値（Ｒ２） 実績値（Ｒ２） 

婚姻数 280組（H25年） 310組（6年平均） 平均 259組 

合計特殊出生率 1.29（H25年） 1.55 1.22 

待機児童数 83人 0人 66人 

 

数値目標はいずれも未達成になっています。非婚化・晩婚化及び少子高齢化は、本市に限らず全国的

な問題となっていますが、若者世代にとって魅力的な環境をつくりあげていくことが必要です。 

本市では少子化が進む中でも、保育需要は増加傾向にあります。平成 28年度には待機児童数が 130

人まで増加したものの、こども園や保育園等の開設が進んだことで減少していますが、依然として解消には

至っていません。子どもの数の推移を見極めながら、幼児教育・保育の充実を図る必要があります。 

基本目標④ 人と緑が調和し、安心して暮らせるまちづくり 

 

数値目標の達成状況 

指標 基準値（H２６） 目標値（Ｒ２） 実績値（Ｒ２） 

市民活動団体数 
35団体（H26） 

調査による把握数 
86団体 

77団体 

刑法犯認知件数 499件（H26） 320件 291件 

 

数値目標はいずれも当初設定を達成しており、見直しにより更に高い数値目標を設定している状況です。

市民活動団体は協働のまちづくりを推進し、安心して暮らせるまちづくりをしていくために重要な役割を果た 

しています。 

 

刑法犯認知件数は減少傾向にあり、以前より安心して暮らせる地域になってきていると考えられます。

また、台風災害や新型コロナウイルス感染症拡大で、市民の危機管理に対する意識が大きく変化してきて

いることから、市民への啓発活動を継続的に行うとともに、市民同士の声かけを促進し、より安心できる

地域社会にしていく必要があります。 

 

現在本市では、企業や大学などの多様なステークホルダーとのパートナーシップの構築や、ＳＤＧｓの推

進に取り組んでおり、これらの取組を更に推進し、持続可能なまちづくりを加速する必要があります。 

 

 

 

  

第 1期富里市 

まち・ひと・しごと 

創生総合戦略 

富里市総合計画 

第 2期富里市 

まち・ひと・しごと 

創生総合戦略 

重点プラン 

総合計画と 

一体的になりました！ 
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〇 地域で健康に暮らすことのできる高齢者福祉の充実 

〇 生涯を通じた健康な生活を実現する健康づくり・地域医療の充実 

〇 持続的な展開による農林業振興 

〇 立地の良さを活かした活力ある商工業振興 

〇 外国にルーツを持つ市民も、共に助け合い暮らすことのできる地域づくり 

 

 

 

〇 持続可能なまちづくりのための都市基盤整備の促進 

〇 道路ネットワークと地域交通の総合的な整備の推進 

〇 自然と農を活かした観光まちづくり  

〇 文化資源を守り、未来へつなげる取組の推進 

〇 市民と行政の協働による地域社会づくり 

〇 多様な主体と結ぶパートナーシップの推進 

 

〇 子どもが健やかに育ち、安心して子育てできる支援体制の充実 

〇 次代を担う人材を、家庭・地域社会と共に育成する学校教育の推進 

〇 首都・空港近郊のまちとしての移住定住・関係人口の増進 

 

〇 新たな社会（Society5.0）に対応する情報基盤の整備 

〇 持続可能な循環型社会の形成 

〇 持続的な展開による農林業振興【再掲】 

〇 市民と共に助け合う災害に強いまちづくり 

〇 多様な危機に対する対応力の強化 

〇 人生 100年時代を見据えた生涯学習の推進 

〇 次代へつながる行財政に向けた改革の推進 

第６章 第２期富里市まち・ひと・しごと創生総合戦略における４つの基本目標  

 

第１期富里市まち・ひと・しごと創生総合戦略での取組を踏まえ、第２期富里市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略ではこれまでの体系を継承しながら、現在の本市の状況や時代の潮流を勘案し、

総合計画における前期基本計画の重点プランとして位置付け、次の基本目標のもとで目標達成に向

け優先的・重点的に実行することで、計画全体の着実な推進を先導していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 ① 
 誰もが活躍でき、生涯現役がかなうまち 

基本目標 ② 
 地域の魅力を磨き、人が行き交うにぎやかなまち 
 

基本目標 ③  

 子育て世代や子どもたちが快適に過せるまち 
 

基本目標 ④ 
 新たな取組に挑戦し、未来につながる持続可能なまち 
 



【基本目標１】誰もが活躍でき、生涯現役がかなうまち 
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第７章 施策の展開 

 

基本目標１ 誰もが活躍でき、生涯現役がかなうまち 

方  針  

いつまでも富里市に暮らし続ける魅力ある地域にするために、成田空港の機能強化などの機会

を捉えた就業環境を創出し、市民の健康寿命を延伸し、生涯現役で活躍し続けられる環境づくり

に取り組みます。 

また、近年増加している外国にルーツを持つ市民を含め、全ての市民が共に暮らしていける多

文化共生のまちづくりに取り組みます。 

 

数値目標 

指標 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

65歳健康寿命※ 
男性 81.70歳（H24）→82.47歳（H29） 

女性 84.43歳（H24）→84.91歳（H29） 

男性 83.24歳（+0.77歳）以上 

女性 85.39歳（+0.48歳）以上 

市内事業所数 1,980事業所（R1） 2,300事業所 

※65 歳健康寿命：65 歳まで生きた人の健康寿命（65 年に平均自立期間（日常動作が自立している期間の

平均）を加えた数字） 

具体的な施策 

１ 地域で健康に暮らすことのできる高齢者福祉の充実 

施策の展開 

本市の高齢化は近年急速に進んでいます。認知症や要介護状態になることにより、日常生活の継続が

困難となる方が増加していくことが懸念されます。 

高齢者が住みなれた地域で安心して暮らしていけるよう、行政・関係機関・地域が緊密に連携する地域

包括ケアシステムを確立します。また、安定したサービスを供給することができるよう、高齢者を支える介

護保険を持続的に運営します。 

主な取組 

□１ 安心して暮らし活動できる環境づくりの推進 

●地域包括ケアシステムの深化・推進        

□２ 生きがいのある人生を過ごすための社会参加機会の確保 

●高齢者の社会参加の推進             ●高齢者を支える地域づくり 

●高齢者の外出支援 
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□３ 安心して生活するための健康づくりの推進 

●介護予防・生活支援サービスの充実 ●地域ぐるみの介護予防・健康づくり活動の充実  

□４ 介護体制の拡充 

●地域包括支援センターの充実     ●地域における医療・介護・保健支援のネットワークの強化 

●介護相談員等派遣事業の充実    ●認知症対策の推進 

 

KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

地域包括支援センター設置数 3か所 4か所 

シルバークラブ加入者数 634人 700人 

シルバー人材センター会員数 222人 250人 

敬老事業数 8事業 8事業 

移送サービス利用者数 79人 130人 

移送サービス利用回数 延べ1,433回 延べ1,900回 

介護予防・生活支援サービスを

行う団体数 
18団体 24団体 

ちょきん体操実施団体数 15団体 28団体 

地域包括支援センター相談受

付件数 
8,795件 9,000件 

生活支援コーディネーター配置

人数 
4人 5人 

高齢者見守り協定事業者数 69事業者 97事業者 

介護相談員訪問施設数 13施設 20施設 

認知症短期初期集中支援チー

ム要支援者数 
13人 18人 

認知症カフェ実施回数 3回／年 48回／年 

認知症サポーター養成人数 0人 600人 
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２ 生涯を通じた健康な生活を実現する健康づくり・地域医療の充実 

施策の展開 

今後、高齢化による医療需要の増大や疾病の複雑化に伴い、国民健康保険や後期高齢者医療にか

かる費用は増加していくものと考えられます。 

また、令和２年（2020 年）から世界的に流行した新型コロナウイルス感染症の影響で、健康診査等の受

診率が低迷しており、市民の健康への影響が懸念されます。 

こうしたことから、市民の健康づくりは単に個人の暮らしを豊かにするだけでなく、医療費の抑制にもつな

がるため、持続可能な行政の観点からも重要な施策です。「with コロナ」、「アフターコロナ」を見据え、感染

症等に対応した新しい生活様式の中で、市民一人ひとりが主体的に健康づくりを実践するまちづくりを進め

ます。 

主な取組 

□１ 健康づくり活動の推進 

●健康づくりの啓発活動   ●地区保健推進員等との連携 

●地域ぐるみの健康づくりの推進  ●世代に応じた食育と地産地消の推進 

□２ 保健サービスの充実 

●各種健診及び保健指導の充実  ●各種予防接種の実施 

●各種がん検診の充実   ●母子保健事業の充実 

●こころの健康づくりの推進 

□３ 国民健康保険制度等の適正な運用 

●保険制度の周知と適正な運用 

□４ 地域医療体制の充実 

●救急医療体制の充実   ●子ども医療費の助成の充実 

●地域医療ネットワークの構築  ●感染症対策の強化 

 

KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

120万歩健康ウォーキング 

事業参加人数 

延べ160人 

（令和元年度 354人） 
延べ 400人 

地域における健康講座の開催

回数 

延べ3回 

（令和元年度延べ 35回） 
延べ 40回 

生活習慣病予防事業の参加人

数 

延べ29人 

（令和元年度延べ 273人） 
延べ 350人 

食育月間等に合わせた市公式

ホームページ等による普及啓 

発 

2回／年 2回／年 

特定健康診査受診率 
24.9％ 

（令和元年度 40.3％） 
50％ 
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KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

就学時健康診査時の予防接種

指導実施回数 
7校＋1か所／年 7校＋1か所／年 

がん検診精密検査受診率 

（５大がん平均） 
74.3％ 85.0％ 

乳幼児健康診査受診率 

（乳児、１歳 6か月児、3歳児） 
94.0％ 95.0％ 

こころの健康づくりに関する 

市公式ホームページ掲載によ

る普及啓発 

2回／年 2回／年 

国民健康保険制度や後期高齢

者医療制度の広報掲載記事数 

28件 

（うち、新型コロナウイルス関連

3件） 

25件 

成田市急病診療所及び印旛市

郡小児初期急病診療所開設日

数 

各 365日 各 365日 

子ども医療費受給券の交付率 99％ 100％ 

成田赤十字病院地域医療支援

病院運営委員会への出席 
3回／年 3回／年 

感染症に関する広報や市公式

ホームページ等による普及啓

発 

4回／年 4回／年 
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３ 持続的な展開による農林業振興 

施策の展開 

本市はすいかの産地として有名ですが、にんじんの作付面積も大きく、その他様々な野菜が生産されて

います。近年、ブランド価値の高い本市のすいかは、機械化が困難であることや生産者の高齢化、後継者

不足などの理由から、作付面積が減少傾向にあります。 

このような中、農業従事者の高齢化や減少による担い手不足や耕作放棄地の発生、鳥獣被害対策等

に取り組み、農地や森林の多面的機能を維持していく必要があります。 

また、農業については、担い手確保や農地の集積を推進しながら、農産品のブランド化等に取り組み、

農業の魅力や収益性を高めることを目指すとともに、農業従事者の担い手不足、後継者不足への対策や

専門知識の承継の取組を進めます。 

 

主な取組 

□１ 担い手の育成・支援 

●人・農地プランの推進   ●認定農業者の認定・支援 

●農業後継者の育成・就農支援 

□２ 農業経営の安定化 

●農業生産への支援   ●すいか生産への支援 

●農業生産基盤の促進   ●地産地消の推進 

□３ 優良農地の保全 

●農用地の利用集積促進   ●優良農地の確保 

●農村環境の保全    ●農地の適正な権利移転 

●農地転用規制の適正な運用 

□４ 森林の保全 

●森林の適切な整備・保全             ●木材利用の促進 
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KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

実質化された人・農地プラン 

策定地区 
0地区 1地区 

認定農業者数 230件 245件 

新規就農者数 4人 7人 

有害鳥獣による農作物被害額 2,516千円 1,761千円 

すいかの里生産支援奨励金 

対象栽培面積 
1,491.5ha 1,500ha 

北総中央用水受益面積 237ha 242ha 

すいかまつり、産業まつりの 

来場者数 

・すいかまつり：中止 

（令和元年度15,000人） 

・産業まつり：中止 

（令和元年度 7,500人） 

・すいかまつり 5,000人※ 

・産業まつり 5,000人※ 

農地の利用集積面積 292.6ha 380ha 

農用地面積 2,054ha 2,054ha 

共同活動組織数 7 7 

農地権利移転に関する 

公正かつ迅速な処理 
33件 公正かつ迅速な処理に努める 

農地転用規制に関する 

公正かつ迅速な処理 
49件 公正かつ迅速な処理に努める 

森林経営計画対象森林面積 6.48ha 12ha 

森林再生面積 0ha 6ha 

※感染症対策として来場者数を制限した目標設定となっています。今後の状況を注視し、目標値の見直しを検討してい

きます。 
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４ 立地の良さを活かした活力ある商工業振興 

施策の展開 

本市の商業は、幹線道路沿線に集積された大・中規模小売店舗や地元小規模店舗が、地域経済を支

えています。しかし近年、商業統計調査等によると、小規模な商店の廃業による事業所数の減少がうかが

われる状況であり、企業誘致だけでなく市内の企業を支援していく必要があります。 

また、本市の工業は、成田空港に近い好立地ということもあり、２つの工業団地の企業立地率が 100％

となっています。今後、成田空港の機能強化に伴い、企業のニーズはますます高まることが想定され、更

なる誘致に向けた施策や都市基盤整備の促進が必要です。 

市内の状況や近年のＩＣＴの発展、新型コロナウイルス感染症拡大期の経済的影響を考慮し、市内の企

業を支援するとともに、創業支援や事業承継を促進し、地域の活性化を図ります。また、企業誘致を継

続することにより、市内の雇用創出を図ります。 

主な取組 

□１ 企業誘致の推進 

●企業進出の促進    ●企業誘致に関する相談・調整機能の充実 

□２ 経営の安定化 

●融資制度等の充実   ●経営安定化の促進 

□３ 商工業の活性化 

●商工会との連携    ●起業・就労の促進 

 

KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

工業団地企業立地率 100％ 100％を維持 

市街化調整区域における立地

企業への奨励金交付件数 
0件 3件 

貸付件数（融資実行件数） 81件 100件 

先端設備等導入計画認定数 2件 10件 

創業支援セミナー受講者数 13人 20人 

事業承継相談会、 

各種就労セミナー等の開催 
17回／年 19回／年 
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５ 外国にルーツを持つ市民も、共に助け合い暮らすことのできる地域づくり 

施策の展開 

成田空港に近接する本市では、外国人転入者・居住者が増加傾向にあり、各ボランティア団体等と連

携・協力し、日本語を学べる機会の提供に努めています。 

成田空港近接地としての本市の独自性を高め、外国人住民を含め、全ての市民にとって、住み良い豊

かな地域社会をつくるため、「多文化共生のまちづくり」に取り組みます。 

主な取組 

□１ 多文化共生の推進 

●外国人相談業務・行政サービスの充実 ●日本語習得の支援 

●異文化理解の促進 

□２ 国際交流・理解の推進 

●国際交流事業の推進   ●友好姉妹都市等との交流 

●英語教育の推進 

 

KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

外国人支援窓口への相談件数 
62件／年 

（令和元年度 18件） 
40件／年※ 

日本語教室の開講数 3教室 3教室 

異文化理解に関するイベントの 

開催回数 

0回／年 

（令和元年度 1回） 
1回以上／年 

国際交流イベントの開催回数 0回／年 1回以上／年 

友好姉妹都市との交流や 

友好姉妹都市の紹介回数 
0回／年 1回以上／年 

「英会話の日」各校年間 

実施回数 
3回／年 4回／年 

 ※目標値が基準値より低く見えるのは、基準年度の件数が新型コロナウイルス感染症の影響により通常よりも多かっ

たためです。 
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方  針  

本市は東京まで車で 60 分圏内にあり、成田空港にも近接しており、良好な交通アクセスが大

きな利点です。また、農産物や歴史・文化など魅力的な資源を多数有しています。こうした資源

を活かし、人が訪れやすい都市基盤の整備を進めながら、観光振興や移住・定住促進に取り組み

ます。また、大学や企業などとのパートナーシップを推進し、新たな視点や手法で、地域の魅力

を磨きあげます。 

 

数値目標 

指標 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

観光入込客数 18,116人 400,000人 

新交通体系の確立 検討 確立 

 

具体的な施策 

１ 持続可能なまちづくりのための都市基盤整備の促進 

施策の展開 

まちの活性化、雇用の創出等を目指し、成田空港の機能拡大に伴う波及効果を効果的に取り込むため、

新たに企業が進出するための事業候補地の創出や、その就業者に向けた住宅供給の環境整備を進めて

いきます。 

また、都市計画マスタープランに掲げる将来像の実現に向けて、都市計画により土地利用の規制と都

市機能の誘導により、地域拠点の活性化と市民が住みやすいまちづくりを進めていきます。 

一方で、本市の財産である緑豊かな環境を守り、創り、育て、活かし、次世代につなげていくとともに、

良好な都市景観の形成を図っていきます。 

主な取組 

□１ 拠点となる市街地の整備と機能誘導 

●拠点となる市街地の整備               

□２ 計画的な市街地の形成 

●計画的な土地利用の誘導 

□３ 緑あふれる都市景観の形成 

●緑の保全と緑化の推進   ●良好な都市景観の形成 

●公園の適正配置・機能拡充  ●公園の地域による自主管理 

●児童遊園の適正な管理 
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KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

七栄北新木戸土地区画整理事

業進捗率（事業費ベース） 
50.1% 100% 

市内への生活利便施設（スー

パーなど）の立地 
6か所 7か所 

市域における緑地面積割合 53.7% 53.0% 

景観計画の策定 0% 100% 

都市公園内のバリアフリー化 

施設数 
0か所 5か所 

公園緑地管理協定締結団体数 47団体 50団体 

児童遊園の点検回数 2回／年 2回／年 

 

  

春の富里中央公園 
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２ 道路ネットワークと地域交通の総合的な整備の推進 

施策の展開 

本市は成田空港に近接し、市内には富里インターチェンジがありますが、そのために交通量が多く、市内

の交通渋滞につながりやすくなっています。今後も、より円滑な道路ネットワークの形成が必要となっていま

す。 

また、市内の公共交通は、高速バスと路線バス、それを補完する「さとバス（循環バス）」「デマンド交通」

が運行していますが、今後の高齢化の進行や運転免許自主返納の社会情勢を踏まえ、本市の交通体系

を全体的に見直す必要があります。 

こうした状況を受け、まちの基盤となる道路を整備するとともに、適正な維持管理に努めます。また、地

域公共交通網の整備については、利用実態の把握と分析を行い、新たな交通体系を確立します。 

主な取組 

□１ 幹線道路の整備 

●広域幹線道路の整備促進   ●都市計画道路等の整備 

□２ 生活道路の機能拡充 

●生活道路の整備                  ●生活道路の維持管理 

□３ 公共交通体系の拡充 

●公共交通の利便性向上   ●新交通体系の検討 

 

KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

道路関係協議会等加盟団体数 12団体 12団体 

都市計画道路 3・4・20号成田

七栄線整備進捗率 

（事業費ベース） 

21.6% 100% 

市道の整備延長 544ｍ／年 800ｍ／年 

舗装の修繕延長 1ｋｍ／年 3ｋｍ／年 

路線バス・高速バス利用者人

数 
1,280,770人 1,472,885人 

デマンド交通利用者人数 8,363人 10,453人 
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３ 自然と農を生かした観光まちづくり 

施策の展開 

本市には、スイカロードレース大会やすいかまつりなどのイベントがあり、毎年１０万人ほどの観光客が訪

れています。しかし、まちの活性化に結びつく消費は限定的であり、地域資源を滞在型の観光に活かして

いくことが課題です。 

また、成田空港に近接する本市は、外国人が通過・滞在する機会に恵まれており、インバウンド観光の

展開を検討することが重要です。その一方で、新型コロナウイルス感染拡大のような状況下において、世

界的に長期の移動制限がかかることも考えられることから、近隣地域からの観光（マイクロツーリズム）の展

開を検討することも必要です。 

新たな観光・交流拠点施設「末廣農場」を、本市の貴重な歴史資産である旧岩崎家末廣別邸と連携さ

せ、一体的に活用を図ることで、富里市独自の「農」に由来する価値・魅力を発信し、交流人口の拡大を

図るとともに、多様な観光形態に対応した本市独自の観光施策を推進します。 

主な取組 

□１ 観光プロモーション活動の強化 

●観光プロモーション活動の充実 

□２ 地域資源の発掘・磨き上げと活用 

●観光イベントの開催   ●富里ブランドの創出 

□３ 観光客に魅力ある地域づくり 

●受入体制の強化    ●新たな観光・交流拠点施設「末廣農場」の展開 

 

KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

観光プロモーションの実施件数 5件 累計25件 

SNSを活用した情報発信回数 103回 累計500回 

イベントの開催件数 0件 累計 25件 

富里市ふるさと産品推奨品数 21品 累計26品 

新たな体験メニューの件数 0件 累計3件 

観光客受入体制強化のための 

事業実施件数 
0件 累計 5件 

観光・交流拠点施設「末廣農

場」の来場者数 
― 329,000人 

観光・交流拠点施設「末廣農

場」の売上高 
― 300,700千円 

周辺観光施設（乗馬クラブ）の

観光施設入込客数 
― 1,700人 
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４ 文化資源を守り、未来へつなげる取組の推進 

施策の展開 

本市には、国登録有形文化財である「旧岩崎家末廣別邸」をはじめ、県及び市指定文化財や未指定の

文化財を含めると、多くの文化資源に恵まれています。 

これらを確実に後世に伝えるとともに、活用を図りながら、まちづくりにも活かすため、文化資源の保存

と活用の両立を図ります。 

主な取組 

□１ 文化財の保存・活用 

●文化財の保存・活用 

 

KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

「富里市文化財保存活用地域

計画」に定めた保存及び活用

に関する措置の実施開始数 

計画策定中 延べ 23件 

 

  

国指定有形文化財 旧岩崎家末廣別邸 
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５ 市民と行政の協働による地域社会づくり 

施策の展開 

少子高齢化の中で、市民が積極的に地域活動に参加し、行政と一体となり協働のまちづくりを推進して

いく必要があります。 

協働のまちづくりを推進するために、市民活動に関する情報を公開・提供し、市民等がまちづくり活動に

参加する機会の確保、活動支援の充実に努めます。 

また、コミュニティ活動の場としてのコミュニティセンターの機能維持及びまちづくり活動の拠点であるとみ

さと市民活動サポートセンターの機能強化に努め、協働のまちづくりを推進します。 

主な取組 

□１ 協働のまちづくりの推進 

●協働のまちづくりの推進 

□２ 市政・行政情報の公開 

●市民意向に応じた情報公開の推進  ●市民との情報の共有化 

□３ 市民参画の機会確保 

●多様な市民参加手法の導入  ●審議会や委員会への市民参加 

□４ 地域活動の促進 

●区・自治会等の活性化   ●市民活動への支援 

●地域コミュニティへの支援   ●地域活動の場の確保と整備 

 

KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

協働のまちづくり推進委員会会

議開催回数 
5回／年 5回／年 

公文書目録の整備・更新  1回／年 1回／年 

市公式ホームページアクセス件

数 
1,402,278件 1,500,000件 

まちかど市長室 6回／年 6回／年 

パブリックコメント実施回数・提

出意見数 

実施回数12回 

提出意見数 28 
実施回数 12回 

公募委員を登用した審議会等

の数 
18 20 

富里市行政パートナー新規加

入数 
0人（0団体）／年 1人（1団体）／年 

とみさと協働塾開催数 5回／年 10回／年 

市民活動支援補助金活用団体

数 
2団体／年 5団体／年 

地域づくり協議会事業等補助

金申請件数 
0件／年 2件／年 
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KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

コミュニティセンター利用者数 
34,809人／年 

（令和元年度 97,566人） 
100,000人／年 

市民活動サポートセンターへの

相談・問合せ件数 
114件／年 150件／年 

 

 

６ 多様な主体と結ぶパートナーシップの推進 

施策の展開 

人口減少や少子高齢化など社会情勢の変化により、人材や団体・企業など、本市の人的な地域資源

が減少し、今後、行政や市内の人的資源だけでは、情報やノウハウが十分に得られず、新たな時代に対応

できないおそれがあります。また、単一自治体よりも、広域的な自治体連携により高い効果が得られる施策

については、連携を強化し取り組んでいく必要があります。 

こうしたことから、大学や企業など多様な主体とのパートナーシップを構築し、多様な視点やノウハウを施

策に取り入れます。また、広域行政による事務の共同処理が一層必要となってきていることから、広域的

な相互協力を推進します。 

主な取組 

□１ 多様な主体との連携 

●民学産官連携の推進 

□２ 広域行政の推進 

●成田空港周辺自治体等との連携          ●広域的な取組への参加 

 

KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

高校や大学との連携事業数 
高校 8件／年 

大学 2件／年 

高校 15件／年 

大学 5件／年 

成田空港周辺自治体との連携

事業数 
― 3事業（累計） 

関係自治体との連携活動数 2件 20件（累計） 
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基本目標３  

方  針  

若い世代の結婚・出産・子育ての希望を実現させるとともに、多様化する子育てに係るニーズ

にきめ細かく対応するため、子育てしやすい環境の整備など、総合的な支援を行うことにより、

少子化の流れに歯止めをかけ、地域を担う子どもたちの成長を支えます。 

 

数値目標 

指標 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

婚姻数 256組 280組 

転入者数 3,522人（R1） 4,200人 

 

具体的な施策 

１ 子どもが健やかに育ち、安心して子育てできる支援体制の充実 

施策の展開 

少子化が進む中でも、家族構成や就労形態の変化に伴い、保育ニーズは年々増加傾向にあります。そ

のため、保育園・こども園だけでなく放課後児童クラブに至るまで、待機児童が出ています。また、市民が

安心して子どもを産み育てるためには、妊娠から出産、育児に至る母子の健康増進と、育児不安及び経

済的負担の軽減、さらには育児と家事や仕事との両立支援が重要です。 

妊産婦・子育て家庭の孤立を防ぎ、結婚・妊娠・出産・子育てに関する不安や負担感を軽減するため、

切れ目ない支援を地域と協働しながら推進するとともに、幼児教育・保育の充実を図ります。 

また、結婚、妊娠、出産、子育てに希望を見出せるとともに、結婚・子育て世代が将来にわたる展望を

描ける環境づくりを進めます。 

主な取組 

□１ 子どもが健やかに生まれ育つための環境づくりの推進 

●環境づくりのための連携  ●地域で子どもの成長を見守るまちづくり 

●母子保健事業の充実（再掲） ●要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進 

□２ 保育サービスの充実 

●保育サービスの充実  ●放課後児童の健全育成の充実 

□３ ひとり親家庭への支援 

●ひとり親家庭への支援の拡充 

□４ 結婚・妊娠・出産・子育ての希望が叶う環境づくり 

●結婚・妊娠・出産・子育ての希望が叶う環境づくり 
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KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

子ども・子育て会議開催数 3回／年 3回／年 

子育て支援センター 

年間利用者数 

延べ7,947人 

（令和元年度 21,605人） 
延べ 22,500人 

乳幼児健康診査受診率（乳児、

１歳 6か月、３歳児）（再掲） 
94.0％ 95.0％ 

子ども家庭総合支援拠点の 

設置数 
0か所 1か所 

補助金交付対象保育施設数 6施設 9施設 

保育所等待機児童数 56人 0人 

学童クラブ待機児童数 21人 0人 

ひとり親家庭に対する支援制

度の広報紙や市公式ホームペ

ージによる普及啓発 

11回／年 11回／年 

市民意識調査で子育てしやす

いと回答した人の割合 
38.2% 53.2% 

 

  

富里市こども館 葉山キッズ・ランド 
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２ 次代を担う人材を、家庭・地域社会と共に育成する学校教育の推進 

施策の展開 

学校教育においては、教員一人ひとりが創意・工夫しながら、授業、学校行事などに取り組んでいます。

今後も、家庭・学校・地域の連携のもと、確かな学力や健全な心と体を育む教育を推進していくことが求め

られます。 

また、ふるさと教育、キャリア教育、国際理解教育、ＩＣＴ教育、食育、読書活動推進など多様な教育活

動を行っています。不登校・いじめの未然防止と早期発見に向けた取組や、インクルーシブ教育の推進な

ど、他人をいたわる思いやりの心を育てる指導の充実にも取り組んでいます。 

今後も、それぞれの学校の実態に即して、ゆとりある教育環境の整備と教職員の資質向上を図ります。

また、地域と共に子どもたちが 21世紀をたくましく生き抜く力の育成に努めます。 

主な取組 

□１ 教育内容の充実 

●学力向上    ●ふるさと学習の推進 

●キャリア教育の推進   ●特別支援教育の推進 

●学校図書館教育の推進   ●食育の推進 

●就学・就園への支援   ●ジョイントスクール事業の推進 

●ＩＣＴを活用した学習の推進 

□２ 子どもを見守る体制づくり 

●相談・指導体制の強化   ●子どもを見守る体制づくり 

●子ども等の健康管理 

□３ 学校施設等の整備・機能更新 

●学校施設の修繕・機能強化  ●学校備品の整備 

●環境を考慮した学校施設整備 

□４ 信頼される学校づくり 

●教職員の資質の向上   ●地域と共にある学校づくり 

 

KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

「とみの国検定」合格率 84％ 90％ 

小学校 3・4年生での 

ふるさと学習実施時数 

3年生70時間 

4年生 58時間 

3年生70時間 

4年生 58時間 

職場体験受入れ可能事業所数 

（1事業所当たり 5人を想定） 

中止 

（令和元年度 86事業所） 
82事業所 

個別指導補助員 2名配置校 3校 10校 

児童・生徒１人当たり図書貸出

冊数 

児童 62.2冊 

生徒 6.2冊 

児童 65冊 

生徒 15冊 
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KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

富里市給食週間事後アンケー

トで給食に対する意識が高まっ

たと回答した児童・生徒の割合 

児童 94.3％ 

生徒 63.6％ 

児童 100％ 

生徒 80％ 

就学援助制度周知案内文の 

配布回数 
6回／年 6回／年 

ジョイントスクール意識調査 

満足度回答率 
68.3% 80.0% 

教員のＩＣＴ活用指導力調査に

おいて「できる」「ややできる」と

回答した教員の割合 

77.0% 100% 

家庭訪問件数 163件 200件 

生徒指導研修会 4回／年 4回／年 

齲
う

歯
し

（虫歯）処置完了者の割合 
小学校14.9% 

中学校 8.8% 

小学校19.0％ 

中学校 19.0％ 

大規模改修工事未実施かつ建

築後 40 年を経過した建物の長

寿命化改修工事の実施 

6棟中 0棟 6棟中 1棟 

快適な学校環境を確保するた

め各学校の要望について対応 
10校 10校 

大規模改修時における省エネ

ルギー型設備等の導入及び雨

水再生利用の促進 

0校 2校 

教職員夏季研修会の開催講座

数 

中止 

（令和元年度 4講座） 
4講座 

学校運営協議会設置校 0校 10校 
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３ 首都・空港近郊のまちとしての移住定住・関係人口の増進 

施策の展開 

子どもから高齢者まで、誰もが暮らしやすい“コンパクトシティ”の実現を目指し、移住・定住希望者に選

ばれるまちづくりを推進します。移住・定住促進に向けた住宅・住環境の整備や、空き家等の有効活用、リ

モートワークなどによる仕事と田舎暮らしの両立など、新しい生活スタイルの実現に取り組みます。 

雇用創出、住環境整備、子育て環境の充実やさらには観光振興など、施策を横断的に展開し、本市に

愛着を持つ交流人口を、定住人口、関係人口につなげるよう取り組みます。 

主な取組 

□１ 移住・定住の創出・拡大 

●富里の魅力発信     ●選ばれるまちづくり 

●空き家バンクの推進 

□２ 関係人口の創出・拡大 

●新たな魅力発信の手法の検討・創設  ●ふるさと納税の充実 

●新たな観光・交流拠点施設「末廣農場」の展開 ●観光案内所機能の充実 

 

KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

市公式ホームページアクセス件

数 
1,402,278件 1,500,000件 

市民意識調査で「このまま富里

に永住したい」と回答した人の

割合 

30.6% 34.9% 

空き家バンクによる成約件数 4件（累計） 10件（累計） 

新たな魅力発信の手法の創設 － 創設 

ふるさと応援寄附金受入件数 808件 3,700件 

観光・交流拠点施設「末廣農

場」の来場者数（再掲） 
－ 329,000人 

市民活動サポートセンターへの

相談・問合せ件数（再掲） 
114件／年 150件／年 
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方  針  

ＩＣＴの進化やネットワーク化により、経済や社会の在り方、産業構造が急速に変化する大変

革期、新しい時代（Society5.0）が到来する中、本市においてもＩＣＴを積極的に活用し、行政情

報化と地域情報化の取組を推進します。また、脱炭素社会の実現や危機に対する地域の強靭化、

効率的かつ安定的な農業振興など、持続可能な発展に不可欠な地域環境の整備に取り組むととも

に、財政再建等を図り、行政運営においても持続可能な体制整備に取り組みます。 

 

数値目標 

指標 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

ＳＤＧｓ未来都市構想の提案 未実施 採択 

富里市を住みよいと回答した市

民の割合（市民意識調査） 
62.1% 向上 

 

具体的な施策 

１ 新たな社会（Society5.0）に対応する情報基盤の整備 

施策の展開 

「富里市ＤＸ推進計画」に基づくＩＣＴの活用を通じ、「市民にやさしいデジタル化」を目指し、更なる効率

的行政経営を推し進めるべく、ＤＸを推進します。また、企業等において利便性の高い地域全体のデジタ

ル化等、独自の取組を行う企業をサポートします。さらに、令和４年に創設された「デジタル田園都市国家

構想交付金」を効果的に活用し、デジタルの力による地域の社会課題解決に取り組みます。 

主な取組 

□１ 市民サービスの利便向上 

●行政手続のオンライン化   ●マイナンバーカードの普及促進・利活用 

●行政サービスの向上 

□２ 地域の情報通信基盤の整備 

●デジタルデバイド対策   ●オープンデータの推進 

●地域社会のデジタル化の推進 

□３ ICT活用による行政の効率化 

●基幹系情報システムの標準化・共通化 ●ＡＩ・ＲＰＡを活用した業務効率化 

●内部情報系システムの合理化・適正化 ●テレワークの推進 

ペーパーレス推進のための庁内環境整備                                   

□４ セキュリティ対策の徹底                                                                                        

●セキュリティ対策の徹底 
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「デジタル田園都市国家構想交付金」活用実績（令和６年度） 

事業名 事業概要 
運用 

開始 
新規 ＫＰＩ 

『 書かない窓口 』 

（ 申 請 書 記 入 

サポートシステム） 

導入事業 

窓口における申請書記入の負

担軽減を目的に、マイナンバー

カード等を利用して住民票や課

税証明書などの申請書に氏名・

住所等の情報を自動印字する

申請書記入サポートシステムを

導入する。 

申請書記入サポートシステムの

導入により、窓口業務の効率化

による市民サービスの向上及び

マイナンバーカードの更なる普及

促進につなげる。 

令和 6年 

1０月 

 

システムを利用した申請書の 

発行枚数 

 

 

デマンド交通Ｗｅｂ 

予約システム導入

事業 

デマンド交通（キャロリン号）の予

約方法に、携帯電話やタブレット

端末等から予約可能な Web 予

約システムを導入し、市民の利

便性向上を図る。 

令和 6年 

6月 

デマンド交通Ｗｅｂ予約システム

利用件数 

介護保険事務電算

処理事業 

介護認定調査事務において、タ

ブレット端末によるシステムを導

入することで、訪問調査業務の

効率化を図る。 

令和 6年 

8月 
介護認定調査年間処理件数 

ごみ分別アプリ事業 

スマートフォン用のごみ分別アプ

リを導入し、ごみ収集日のプッシ

ュ通知や、分別方法などをスマ

ートフォンで検索等を可能にする

ことで、市民の利便性を高める。 

また、多言語表示により、外国

人市民の利便性を高める。 

令和 6年 

7月 
アプリ登録者数 

税務証明書コンビニ

交付事業 

コンビニ交付サービスの対象と

なる証明書に、税務証明書を追

加するシステム改修を行い、マ

イナンバーカードを活用したサー

ビスを拡充することで、マイナン

バーカードの普及率の向上及び

DX 推進による市民サービスの

向上につなげる。 

令和 7年 

2月 

（予定） 

税務証明書のコンビニ交付率 
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KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

オンライン手続数 8 32 

マイナンバーカードを利用したコンビ

ニ交付サービス利用率 
3.5% 30.0% 

キャッシュレス決済等の 

システム導入件数 
2件 10件 

デジタル活用に関する講座等の開催

回数 
0回／年 12回／年 

オープンデータ公開数 11 14 

公衆無線ＬＡＮ設置施設数 7施設 10施設 

標準化するシステム数 0 20 

AI・RPA を導入することによる効率化

等を図る業務数 
1 10 

内部情報系システムの合理化・適正

化を図る業務数 
0 2 

テレワーク実証実験実施回数 0回 5回 

紙の使用量（タブレット端末導入によ

る削減） 
5,032,000枚 4,600,000枚 

セキュリティ対策のオンライン研修 1回／年 1回／年 

新規ＫＰＩ（令和６年度改訂時） 

システムを利用した申請書発行枚数 - 1,000枚/月 

デマンド交通Ｗｅｂ予約システム利用

件数 
- 6,000件/年 

介護認定調査年間処理件数 - 2,000件/年 

ごみ分別アプリ登録件数 - 3,000人（累計） 

税務証明書のコンビニ交付率 - 30％ 
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２ 持続可能な循環型社会の形成 

施策の展開 

世界的に化石燃料の消費を抑制し、環境負荷を軽減するために、循環型社会形成が進められていま

す。適正な廃棄物処理による資源循環を推進するとともに、持続可能な環境のために地球温暖化対策

を推進することも必要です。 

そのため、３Ｒ活動など、暮らしの中で取り組むことのできるエコ活動の普及啓発等に努め、脱炭素社会

の実現を目指します。 

主な取組 

□１ 資源循環・適正処理の推進 

●資源循環の取組の推進   ●資源循環システムの構築 

●廃棄物処理施設の運営管理 

□２ 省エネルギー・新エネルギーの推進 

●市内全域における温室効果ガス削減 ●公共施設における温室効果ガス削減 

●太陽光発電設備の導入推進  ●とみさとエナジーによる電力供給効率化 

□３ 市民活動の促進 

●適正なごみ処理の啓発   ●環境美化活動の推進 

●環境学習の推進 

□４ 八富成田斎場の適正な運営 

●八富成田斎場の適正な運営 

 

KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

市民１人１日当たりの 

ごみ排出量 
928.4ｇ 減少 

紙・布類の分別収集開始による

収集量 
0ｔ 2,400ｔ 

森林再生面積（再掲） 0ha 6ha 

資源化量 2,742ｔ 増加 

市域の温室効果ガス排出量 381.8千ｔ－CO2 300千ｔ－CO2 

市の事務事業に伴う温室効果

ガスの排出量 
3,470.9ｔ－CO2 3,000ｔ－CO2 

住宅用省エネルギー設備設置

補助件数 
7件 50件（累積） 

ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰの導入・拡大に向

けた検討回数 
－ 12回 

リサイクルフェア来場者数 
中止 

（令和元年度 1,800人） 
2,000人 

アダプト登録団体数 65団体 70団体 
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KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

リサイクルに関する環境学習 0校 7校 

八富成田斎場長寿命化計画に

基づく施設改修 
実施 実施 

 

３ 持続的な展開による農林業振興【再掲】 

 

 基本目標１ 

 ３ 持続的な展開による農林業振興（Ｐ14～15） の内容と同様 

 

 

４ 市民と共に助け合う災害に強いまちづくり 

施策の展開 

台風や地震などによる災害時には、行政の支援には限界があるため、災害に強いまちづくりを進めると

ともに、日頃から市民・地域の防災意識の啓発や訓練等を通じ、避難行動の定着を図ります。また、災

害時応援協定締結先を拡大し、官民連携による防災体制の強化に努めます。 

消防では、住宅用火災警報器の普及による住宅防火の推進を図ります。また、救急体制の充実に努め

るとともに、市民に対する応急手当の方法の周知に努め、市民と救急隊員の連携による救命率の向上に

努めます。 

主な取組 

□１ 災害に強いまちづくりの推進 

●市の防災体制の強化   ●災害に備える取組の推進 

●市民の防災意識の向上   ●建築物不燃化及び建築物等の耐震化等の推進 

●宅地耐震化の推進 

□２ 消防・救急体制の強化 

●消防資機材の性能向上と職員の資質向上 ●市民への応急手当方法等の周知 

●消防車両等の更新・拡充   ●広域との連携強化と消防広域化の検討 

●火災予防体制の強化   ●消防団の活性化と団員の確保 

□３ 市民による地域防災の強化 

●地域防災力の向上   ●災害に強い地域づくり 

 

KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

災害時応援協定等締結数 63 70 

防災・防犯メール登録件数 7,663件 8,500件 

耐震性貯水槽整備 0基 4基 
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KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

防犯意識向上に関する広報紙

等による啓発回数 
2回／年 1回以上／年 

住宅の耐震化率 80% 95% 

大規模盛土造成地スクリーニン

グ調査 
第 1次スクリーニング調査終了 第 2次スクリーニング調査終了 

消防職員訓練実施件数 593回 累計 2,450回 

新規普通救命講習受講者数 
5人 

（令和元年度 180人） 
累計 300人※ 

常備消防車両及び消防団配備

車両更新 
0台 累計 9台 

千葉県消防広域応援隊 

合同訓練参加 
0回 累計 5回 

立入検査等の実施回数 79回 150回 

消防団員数 372人 430人 

自主防災組織等主催の 

防災訓練実施回数 
1回／年 6回／年 

住宅用火災警報器設置率 64.0％ 100％ 

※感染症対策として受講者人数を制限した目標設定となっています。今後の状況を注視し、目標値の見直しを検討し

ていきます。 
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５ 多様な危機に対する対応力の強化 

施策の展開 

近年、国際情勢に緊迫した局面がみられることが多く、我が国も武力攻撃事態や緊急対処事態（大規

模テロ・サイバーテロ）が起こらないとは言えません。また、新型コロナウイルス感染症のような世界的な伝

染性疾患の拡大など、事前に想定し得ない危機も我々は経験しています。加えて、成田空港に近接する

本市は、航空機事故のような大規模災害のリスクもあります。 

市民の生命を脅かす危機事象が多様化する中、情報収集や伝達など的確な緊急対応ができるよう、

総合的な危機管理体制の確立を図ります。市職員の危機管理意識を高めるとともに、市民の危機管理

意識の向上や関係機関等と連携した体制の強化に努めます。 

主な取組 

□１ 庁内の危機管理体制の強化 

●庁内の危機管理体制の強化 

□２ 危機管理対策の推進 

●危機管理意識の向上   ●情報提供体制の整備 

●感染症対策の検討   ●武力攻撃事態等への対応 

●航空災害への対応 

 

KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

災害対応等に関するマニュア

ル等の作成・修正回数やその

周知の回数 

作成・修正：11回 

周知：9回 

作成・修正：随時 

周知：5回 

危機管理に関する広報紙掲載

回数 
24回／年 12回／年 

関係機関との通信訓練の実施 6回／年 6回／年 

緊急事態宣言が発令された際

に、感染拡大を防止するため、

防災行政無線や防災・防犯メー

ルを活用した注意喚起等の回

数 

33回／年 必要に応じて実施 

J-ALERT（全国瞬時警報システ

ム）を活用した放送訓練の回数 
5回／年 5回／年 

成田国際空港航空災害対策協

議会主催の訓練参加回数 
1回／年 1回／年 

※目標値が基準値より低く見えるのは、「広報とみさと」発行が月 2 回から月 1 回へ変更になったためです。 
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６ 人生 100 年時代を見据えた生涯学習の推進 

施策の展開 

国際化、情報化及び高齢化等、様々な社会状況の変化の中で、市民が充実した人生を送るためには、

生涯にわたって市民一人ひとりが自ら学ぶことができる環境が必要となります。 

市民の多様な学習ニーズに対応するため、生涯学習に関する情報提供を積極的に行い、学習機会と

学習の場の提供に努めるとともに、活動の成果を発表する場や優れた芸術等の鑑賞機会を創出します。 

また、図書館を情報・文化の発信拠点として位置付け、機能強化を図ります。 

主な取組 

□１ 生涯学習活動の促進 

●生涯学習に係る情報の提供  ●学習講座や講演会の実施 

●市民が学びあう機会の確保   ●図書館事業の充実 

□２ 生涯学習の拠点の充実 

●中央公民館の機能強化   ●図書館の機能強化 

●図書館資料の充実   ●中央公民館・図書館の維持管理 

□３ 文化活動発表の場の充実 

●活動成果発表の場の確保・充実 

□４ 芸術鑑賞機会の創出 

●優れた芸術作品との出会い 

 

KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

生涯学習に関する情報の市公

式ホームページ掲載回数 
7回／年 20回／年 

図書館ホームページアクセス件

数 
84,930件 89,000件 

各種講座の開催回数 
中止 

（令和元年度 74回／年） 
90回／年 

公民館施設利用件数 1,432件／年 4,200件／年 

ブックスタート実施率 
0％ 

（令和元年度 90.7％） 
94％ 

公民館利用者数 10,785人／年 53,000人／年 

図書館利用者数 
121,393人 

（令和元年度 202,781人） 
260,000人 

貸出冊数 115,018冊 220,000冊 

突発的な不具合による施設の

休館日（中央公民館） 
6日 0日 

修繕実施箇所数（図書館） 13か所 5か所 
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KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

文化祭来場者数 
中止 

（令和元年度延べ 3,393人） 
15,000人（累計） 

芸術鑑賞来場者数 
中止 

（令和元年度延べ 1,578人） 
7,500人（累計） 

 

 

７ 次代へつながる行財政に向けた改革の推進 

施策の展開 

近年、行政に対する市民ニーズは多様化しており、限られた財源で持続可能で良質な市民サービスの

提供を目指していくためには、収入と支出のバランスを改善し、効率的かつ効果的にまちづくりを進める必

要があります。 

財源確保に向けた歳入改革とあわせ、各施策の再点検も踏まえた歳出改革の着実な推進を図り、運

営から経営への転換により、将来にわたって持続可能で健全な行政運営に努めます。 

主な取組 

□１ 行政経営への転換 

●行政評価の推進    ●行政改革の推進 

●市有財産の管理 

□２ 財源の確保 

●自主財源の確保 

□３ 財政運営の効率化 

●地方債の適切な活用   ●効率的な事務事業の実施 

●基金の適切な運用 

 

KPI（重要業績評価指標） 基準値（Ｒ２） 目標値（R８） 

事務事業及び政策実行計画の

進行管理と行政評価 
PDCAによる管理・評価 

PDCA＋D-OODA 

による管理・評価 

公債費負担比率 13.4％ 12.0％ 

普通財産面積（土地・建物） 142,397.75㎡ 142,397.75㎡ 

現年課税分の市税徴収率 97.2% 98.5% 

ふるさと応援寄附金受入額 13,984,807円 40,000,000円 

財政調整基金残高比率 12.6% 10.0% 
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第８章 総合戦略の推進 

 

１．策定の体制と施策の進捗管理体制 

総合戦略の推進に当たっては、本市をはじめ関係機関や団体等により施策を実施し、数値目標

やＫＰＩを基に施策の実施状況の点検を毎年行います。その結果については、「富里市まち・ひ

と・しごと創生有識者懇談会」にて検証を行い、必要に応じて見直しを行います。 

 

２．Ｄ-ＯＯＤＡループの導入 

総合戦略は、毎年施策や事業の進捗の把握、成果の検証を行い、その結果を次年度に反映させ

ていくことが求められます。また、刻々と変化する社会・経済情勢に臨機応変に対応していくた

めには、現状を分析し、時代の変化に合わせて効果的に政策を実施していくことが求められます。 

このため、総合戦略の進捗管理には D‐OODA ループを取り入れます。 

 

 ※D‐OODAループ 

Observe（観察・情報収集）、Orient（情勢判断・方向付け）、Decide（意思決定）、Act（行動）

の頭文字をつなげた OODA ループという概念に、Design（デザイン）を加えた意思決定理論。OODA

は現場の状況観察を基に、改善策を策定し実行するもの。D-OODA はおおまかな計画（デザイン）

を全体で共有することで、現場とのズレを防ぐことができます。時代の変化に合わせた新しい政

策を効果的に実施する手法として、近年注目されています。 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

観察 

Observe 

情勢判断 

Orient 

意思決定 

Decide 

行動 

Action 

デザイン 

Design 
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参考資料 

１．富里市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱 

 （設置） 

第１条 まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３６号）第１０条第１項

に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）

の策定及び推進にあたり全庁的に取り組むため，富里市まち・ひと・しごと創生

本部（以下「本部」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 本部の所掌事務は，次のとおりとする。 

 （１） まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成２６年１２月２７日閣議決定）に規

定する地方人口ビジョン（以下「人口ビジョン」という。）及び総合戦略の策定

及び推進に関すること。 

 （２） その他人口ビジョン及び総合戦略に関し必要な事項 

 （組織） 

第３条 本部は，本部長，副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は市長をもって充て，副本部長は副市長をもって充てる。 

３ 本部員は，別表に掲げる職にある職員をもって充てる。 

 （職務） 

第４条 本部長は，本部を総括する。 

２ 副本部長は，本部長を補佐し，本部長に事故があるとき，又は本部長が不在の

ときは，その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 会議は必要に応じ本部長が招集し，その議長となる。 

２ 本部長は，必要があると認めるときは，関係者以外の者の出席を求め，その意

見又は説明を聴くことができる。 

 （下部組織） 

第６条 本部長は，必要に応じて本部の下部組織として専門部会，ワーキンググル

ープ等を設置することができる。 

 （庶務） 

第７条 本部の庶務は，企画財政部経営戦略課において処理する。 

 （補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，本部の運営について必要な事項は，本部長

が定める。 

   附 則 

 この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 
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附 則 

 この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

区 分 職 

本部長 市長 

副本部長 副市長 

本部員 教育長 

消防長 

総務部長 

企画財政部長 

健康福祉部長 

経済環境部長 

都市建設部長 

教育部長 

議会事務局長 

総務課長 

財政課長 

経営戦略課長 
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２．富里市まち・ひと・しごと創生有識者懇談会設置要綱 

 （設置） 

第１条 まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３６号）第１０条第１項

に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」とい

う。）の策定及び推進にあたり専門的見地から意見を聴くため、富里市まち・ひ

と・しごと創生有識者懇談会（以下「懇談会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 懇談会の所掌事務は次のとおりとする。 

（１） まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成２６年１２月２７日閣議決定）に

規定する地方人口ビジョン（以下「人口ビジョン」という。）及び総合戦略の策

定に関し意見、助言等を行うこと。 

（２） その他人口ビジョン及び総合戦略に関し必要な事項。 

 （組織） 

第３条 懇談会の構成は、別表のとおりとする。 

２ 懇談会に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

３ 座長は、会議の会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 座長に事故あるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理す

る。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は令和４年３月３１日までとする。 

 （会議） 

第５条 懇談会の会議は必要があると認める場合に市長が招集する。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、関係者以外の者の出席を求め、その意見

又は説明を聴くことができる。 

 （会議の公開） 

第６条 懇談会の会議は、原則として公開とする。 

 （庶務） 

第７条 懇談会の庶務は、総務部企画課において処理する。 

 （補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営について必要な事項は、市長

が定める。 

   附 則 

 この要綱は，平成２７年４月２１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２７年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２８年７月１日から施行する。 
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   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年１１月１５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和元年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年３月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

委員氏名 備考 

髙 山 茂 久 富里市区長会 

平 野   希 まちづくりコーディネーター 

寒 郡 茂 樹 富里市商工会 

根 本   実 富里市農業協同組合 

園 田   稔 千葉県立富里高等学校 

田 島 晃 一 千葉銀行 

山 本 政 好 成田公共職業安定所 

渡 邉   薫 元富里市子ども・子育て会議委員 

渡 邊 さとみ 株式会社広域高速ネット二九六 

高 梨 弘 子 成田国際空港株式会社 
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富里市まち・ひと・しごと創生有識者懇談会設置要綱（令和６年度改訂時） 

（設置） 

第１条 まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３６号）第１０条第１項

に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」とい

う。）の策定及び推進にあたり専門的見地から意見を聴くため、富里市まち・ひ

と・しごと創生有識者懇談会（以下「懇談会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 懇談会の所掌事務は次のとおりとする。 

（１） まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成２６年１２月２７日閣議決定）に規

定する地方人口ビジョン（以下「人口ビジョン」という。）及び総合戦略の策定

に関し意見、助言等を行うこと。 

（２） その他人口ビジョン及び総合戦略に関し必要な事項。 

 （組織） 

第３条 懇談会は、委員１２人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 住民の代表者 

（２） 産業関係団体の者 

（３） 教育機関の者 

（４） 金融機関の者 

（５） その他総合戦略の推進に当たり専門的知見を有する者 

３ 懇談会に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

４ 座長は、会議の会務を総理し、会議の議長となる。 

５ 座長に事故あるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理す

る。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から同日の属する年度の末日までとする。ただ

し、再任を妨げない。 

 （会議） 

第５条 懇談会の会議は必要があると認める場合に市長が招集する。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、関係者以外の者の出席を求め、その意見

又は説明を聴くことができる。 

 （会議の公開） 

第６条 懇談会の会議は、原則として公開とする。 

 （庶務） 

第７条 懇談会の庶務は、企画財政部経営戦略課において処理する。 

 （補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営について必要な事項は、市長

が定める。 
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   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月２１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年１１月１５日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和元年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年３月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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令和６年度富里市まち・ひと・しごと創生有識者懇談会委員名簿 

 

委員氏名 備考 

瀬 良 光 弘 富里市区長会  

佐 藤 恭 子 まちづくりコーディネーター 

寒 郡 茂 樹 富里市商工会  

根 本   実 富里市農業協同組合  

坂 本 裕 子 千葉県立富里高等学校  

浦 辺 隆 司 千葉銀行富里支店  

山 口 裕 司 成田公共職業安定所  

小 坂 陽 一 
千葉県総務部デジタル改革推進局 

デジタル戦略課 

渡 邉   薫 
富里市学校専門指導員 

富里市教育相談員 

渡 邊 さとみ 株式会社広域高速ネット二九六 

高 梨 弘 子 成田国際空港株式会社 
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３．第２期富里市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定経過 

【令和元年度】 

日程 実施内容 詳細 

令和元年８月５日 
令和元年度 

第 1回有識者懇談会 

・富里市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる

指標の進捗状況等について 

令和２年２月５日 
令和元年度 

第２回有識者懇談会 

・富里市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂に

ついて 

令和２年２月７日 
令和元年度 

第 1回創生本部会議 

・富里市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂に

ついて 

令和２年２月 12日 議会全員協議会 
・富里市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂に

ついて 

令和２年２月 13日 パブリックコメント 
・総合戦略（第 4回改訂版）（案）について３月３日

まで 

令和２年３月 16日 
令和元年度 

第２回創生本部会議 

・パブリックコメントの結果について 

・総合戦略（第４回改訂版）について 

 

【令和 2年度】 

日程 実施内容 詳細 

令和２年 10月２日 
令和２年度第１回有識者 

懇談会（書面開催） 

・富里市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる

指標の進捗状況等について 

令和３年２月 26日 
令和２年度第２回有識者 

懇談会（書面開催） 

・富里市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂に

ついて 

令和３年３月５日 パブリックコメント 
・総合戦略（第５回改訂版）（案）について３月 24

日まで 

令和３年３月 29日 
令和２年度 

第１回創生本部会議 

・パブリックコメントの結果について 

・総合戦略（第５回改訂版）について 
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【令和 3年度】 

日程 実施内容 詳細 

令和３年 12月 10日 令和３年度第１回本部会 ・第２期総合戦略及び人口ビジョンの素案について 

令和３年 12月 13日 
令和３年度第１回有識者 

懇談会 

・富里市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる指

標の進捗状況等について 

・第２期総合戦略及び人口ビジョンの素案について 

令和３年 12月 14日 議会報告 ・第２期総合戦略及び人口ビジョンの素案について 

令和４年１月４日 

～24日 
パブリックコメント ・第２期総合戦略及び人口ビジョンの素案について 

令和４年１月 26日 
令和３年度第２回本部会 

・専門部会 

・第２期総合戦略（案）及び富里市人口ビジョン

（案）について 

令和４年１月 31日 
令和３年度第２回有識者 

懇談会（書面開催） 

・第２期総合戦略（案）及び富里市人口ビジョン

（案）について 

令和４年２月９日 
令和３年度第２回本部会 

・専門部会 

・第２期総合戦略（案）及び富里市人口ビジョン

（案）について 

 

【令和６年度】 

日程 実施内容 詳細 

令和６年８月１９日 令和６年度第１回本部会 

・第２期総合戦略に係る令和５年度実績の効果 

検証について 

・第２期総合戦略の一部改訂について 

令和６年８月３０日 
令和６年度第１回有識者 

懇談会 

・第２期総合戦略に係る令和５年度実績の効果 

検証について 

・第２期総合戦略の一部改訂について 

令和６年９月９日 議会報告 ・第２期総合戦略の一部改訂について 

令和６年１１月１１日 令和６年度第２回本部会 ・第２期総合戦略（令和６年度改訂版）案について 

令和６年１１月１８日 
令和６年度第２回有識者 

懇談会 
・第２期総合戦略（令和６年度改訂版）案について 

令和６年１２月１１日 議会報告 ・第２期総合戦略（令和６年度改訂版）案について 

令和７年１月７日 

～２７日 
パブリックコメント ・第２期総合戦略（令和６年度改訂版）案について 

令和７年２月１７日 令和６年度第３回本部会 
・パブリックコメントの結果について 

・第２期総合戦略（令和６年度改訂版）について 
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